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○この問題については５月２２日付文書による見直し要請以来長い時間が経
過していますが、地権者の皆様の今後の生活への不安、準備委員会の借入
金の問題、今年度中の法定手続きの完了や凍結している予算計上の期限な
どの状況を考慮して、１１月２１日に昭和町長との最終的な協議を行い基
本的な合意に達しました。

○その結果を受けて、本日、昭和町長、土地区画整理組合設立準備委員会の
役員の皆様が、５月２２日付けと７月２０日付けの文書による大規模商業
施設計画の見直し要請に対する回答書の提出のため来庁いたしました。先
程、回答書を受け取り詳細な説明を受けたところです。

○その際、昭和町、地権者の皆様、役員や事業予定者による検討の結果、地
元関係者には若干不安はあるものの、土地区画整理事業を推進して良いま
ちづくりを実現するために苦しい決断をしたということを理解し、少しで
もその不安が解消できるような県の支援を強く要望されました。

○回答書の主な内容

①示された商業施設の規模
店 舗 面 積 約２万８千㎡（当初 約４万８千㎡より４２％縮小）
集客施設面積 約６万３千㎡（当初 約９万７千㎡より３５％縮小）
建築延床面積 約８万３千㎡（当初 約９万７千㎡より１４％縮小）

②上記施設規模に変更した場合における、県が示している都市計画上の問
題点に関する見解。

○県が文書で示した問題点について真摯に検討していただいた見直し結果で
あり、示した都市計画上の問題が概ね解消されると判断できたことから、
・都市計画手続きの再開
・凍結していた無利子貸付金１０億円の１２月議会における予算計上
・土地区画整理事業の確実・円滑な実施のための支援

を町長に伝えました。

○別添資料
①昭和町回答の評価概要
②甲府市中心商店街への影響調査結果
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